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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月4日(2015.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全身性硬化症に続発するレイノー病またはレイノー現象の治療における使用のための、
プロスタグランジンＥ１化合物を含む局所医薬組成物であって、
　前記組成物は、罹患した身体部位の表面に局所的に投与される、
局所医薬組成物。
【請求項２】
　前記組成物が、
　プロスタグランジンＥ１、プロスタグランジンＥ１のＣ１～Ｃ４エステルおよびその薬
学的に許容される塩からなる群より選択される、半固形のプロスタグランジンＥ１化合物
と、
　多糖ゴム、化学修飾した多糖ゴムから選択される増粘剤と、
　Ｎ，Ｎ－ジ（Ｃ１～Ｃ８）アルキルアミノ置換（Ｃ４～Ｃ１８）アルキル（Ｃ２～Ｃ１

８）カルボン酸エステルおよびその薬学的に許容される酸付加塩から選択される皮膚浸透
促進剤と、
（Ｃ１～Ｃ４）－アルキル（Ｃ８～Ｃ２２）カルボン酸エステルと
を含む、請求項１に記載の使用のための局所組成物。
【請求項３】
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　前記Ｎ，Ｎ－ジ（Ｃ１～Ｃ８）アルキルアミノ置換（Ｃ４～Ｃ１８）アルキル（Ｃ２～
Ｃ１８）カルボン酸エステルが、ドデシル－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－プロピオ
ナート、ドデシル－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－アセタート、１－（Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアミノ）－２－プロピルドデカノアート、１－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－２－プ
ロピルミリスタート、１－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－２－プロピルオレアートおよび
その薬学的に許容される酸付加塩からなる群より選択される、請求項２に記載の使用のた
めの局所組成物。
【請求項４】
　単位用量容器または組成物で提供される、請求項１に記載の使用のための局所組成物。
【請求項５】
　レイノー病またはレイノー現象の特徴である血管攣縮の誘発または悪化を避けるための
請求項１に記載の使用のための局所組成物であって、前記組成物が室温になっている、請
求項１に記載の使用のための局所組成物。
【請求項６】
　前記罹患した身体部位の表面に投与されるプロスタグランジンＥ１化合物の総１日量が
０．５ｍｇ～５．７ｍｇである、請求項１に記載の使用のための局所組成物。
【請求項７】
　レイノー病またはレイノー現象に罹患した身体部位の表面への投与が、１２～２４時間
にわたって別々に投与するレジメンで投与される、２～４つの用量に分割されたプロスタ
グランジンＥ１化合物の総１日量０．５ｍｇ～５．７ｍｇを含む、局所半固形組成物。
【請求項８】
　１日に３用量適用することを含む、請求項７に記載の使用のための組成物。
【請求項９】
　前記半固形組成物が、Ｎ，Ｎ－ジ（Ｃ１～Ｃ８）アルキルアミノ置換（Ｃ４～Ｃ１８）
アルキル（Ｃ２～Ｃ１８）カルボン酸エステルおよびその薬学的に許容される酸付加塩か
ら選択される皮膚浸透促進剤と、
　（Ｃ１～Ｃ４）－アルキル（Ｃ８～Ｃ２２）カルボン酸エステルと
をさらに含む、請求項７に記載の局所半固形組成物。
【請求項１０】
　前記半固形組成物が、多糖ガム、化学修飾多糖ガムから選択される増粘剤をさらに含む
、請求項７に記載の局所半固形組成物。
【請求項１１】
　前記組成物が、室温で保管される、請求項７に記載の局所半固形組成物。
【請求項１２】
　前記組成物が、２つの部分からなる単位用量容器で提供される、請求項７に記載の局所
半固形組成物。
【請求項１３】
　Ｎ，Ｎ－ジ（Ｃ１～Ｃ８）アルキルアミノ置換（Ｃ４～Ｃ１８）アルキル（Ｃ２～Ｃ１

８）カルボン酸エステルが、ドデシル－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－プロピオナー
ト、ドデシル－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－アセタート、１－（Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミノ）－２－プロピルドデカノアート、１－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－２－プロピ
ルミリスタート、１－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－２－プロピルオレアートおよびその
薬学的に許容される酸付加塩からなる群より選択される、請求項７に記載の局所半固形組
成物。
【請求項１４】
　０．０２５重量％～４０重量％の、多糖ガム、化学修飾多糖ガムから選択される増粘剤
と、
　０．０２５重量％～１０重量％の、プロスタグランジンＥ１、プロスタグランジンＥ１

のＣ１～Ｃ４エステルおよびその薬学的に許容される塩からなる群より選択される半固形
のプロスタグランジンＥ１化合物と、
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　０．０２５重量％～４０重量％の、Ｎ，Ｎ－ジ（Ｃ１～Ｃ８）アルキルアミノ置換（Ｃ

４～Ｃ１８）アルキル（Ｃ２～Ｃ１８）カルボン酸エステルおよびその薬学的に許容され
る酸付加塩から選択される皮膚浸透促進剤と、
　０．０２５重量％～４０重量％の、（Ｃ１～Ｃ４）－アルキル（Ｃ８～Ｃ２２）カルボ
ン酸エステルと、
を含む、請求項１３に記載の半固形組成物。
【請求項１５】
　局所的なレイノー現象の治療のための使用のためのプロスタグランジンＥ１化合物を含
む、半固形組成物であって、前記レイノー現象は、全身性硬化症を続発し、総１日量は、
１～４つの用量に分割され、前記総１日量は、１２～２４時間にわたって１つまたそれ以
上投与するレジメンで投与される、半固形組成物。
【請求項１６】
　前記プロスタグランジンＥ１化合物の総１日量が０．９４５ｍｇ～５．７ｍｇである、
請求項１、７、または１５のいずれかに記載の組成物。
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